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二
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開
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令
和
二
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閉
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令
和
二
年
第
二
回
臨
時
会
会
議
録 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

西

之

表

市

議

会 



（1） 

 
 

 
 

 

令
和
二
年
第
二
回
西
之
表
市
議
会
臨
時
会
会
議
録
目
次 

 

第
一
号 

十
月
二
十
八
日
（
水
） 

一
、
開 

 

会 
 
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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一
、
開 

 

議 
 
·
·
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·
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·
·
·
·
·
·
·
·
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

 
 
 

四 

一
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名 

 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

 
 
 

四 

一
、
会
期
の
決
定 

 
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

 
 
 

四 

一
、
提
出
議
案
の
上
程 

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

 
 
 

四 

一
、
市
長
の
提
案
理
由
説
明 

 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

 
 
 

五 

 
 

八
板
市
長 

 
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

 
 
 

五 

一
、
議
案
審
議 

 
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

 
 
 

五 

 
 

議
案
第
七
二
号 

令
和
二
年
度
西
之
表
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
八
号
） 

 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

 
 
 

五 

 
 

奥
村
財
産
監
理
課
長
説
明 

 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

 
 
 

五 

一
、
休 

 

憩 
 
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

 
 
 

七 

一
、
再 

 

開 
 
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

 
 
 

七 

 
 

議
案
第
七
二
号 

令
和
二
年
度
西
之
表
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
八
号
） 

 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

 
 
 

七 

 
 

小
倉
予
算
特
別
委
員
長
報
告 

 ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

 
 
 

七 

一
、
市
長
挨
拶 
 
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

 
 
 

八 

 
 

八
板
市
長 

 
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

 
 
 

八 

一
、
閉 
 

会 
 
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

 
 
 

九 



（2） 

 
 
 

令
和
二
年
第
二
回
西
之
表
市
議
会
臨
時
会 

 

一
、
会
期
日
程 

         

          

 

十
・
二
十
八 

月 
 
 

日 

 

水 

 
曜 

本 

会 

議 

委 
員 
会 

本 

会 

議 
種 

 
 

別 

議
案
審
議
（
予
算
特
別
委
員
会
委
員
長
報
告
・
討
論
・
表
決
）
、
閉
会 

付
託
案
件
審
査 

 

予
算
特
別
委
員
会 

開
会
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
、
会
期
の
決
定
、
提
出
議
案
の
上
程
、
市
長
の
提
案
理
由
説
明
、
議
案
審
議

（
委
員
会
付
託
） 

 
 
 
 

内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

容 



（3） 

一
、
付
議
事
件 

 
番 
号 

 
 

 
 

事 
 

 

件 
 

 

名 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

審
議
方
法 

 
 

結 
 

 

果 

議
案
第 
七
二
号 

令
和
二
年
度
西
之
表
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
八
号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

委
員
会
付
託 

十 

月
二
十
八
日
原
案
可
決 

 



            
 

 

本

会

議

第

一

号 
 

（

十

月

二

十

八

日

） 
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本
会
議
第
一
号
（
十
月
二
十
八
日
）
（
水
） 

 

◎
出
席
議
員
（
十
五
名
） 

 
 
 

一
番 

下 

川 
和 

博 

君 

 
 
 

二
番 

小 

倉 

初 
男 

君 

 
 
 

三
番 

竹 

下 

秀 

樹 
君 

 
 
 

四
番 

永 

田 
 
 

章 

君 

 
 
 

五
番 

木 

原 

幸 

四 

君 

 
 
 

六
番 

川 

村 

孝 

則 

君 

 
 
 

七
番 

和 

田 

香
穂
里 

さ
ん 

 
 
 

八
番 

河 

本 

幸 

男 

君 

 
 
 

九
番 

鮫 

島 

市 

憲 

君 

 
 

一
一
番 

田 

添 

辰 

郎 

君 

 
 

一
二
番 

生 

田 

直 

弘 

君 

 
 

一
三
番 

橋 

口 

好 

文 

君 

 
 

一
四
番 

長 

野 

広 

美 

さ
ん 

 
 

一
五
番 

渡 

辺 

道 

大 

君 

 
 

一
六
番 

橋 

口 

美 

幸 

さ
ん 

  

   

◎
欠
席
議
員
（
〇
名
） 

 

◎
地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
に
よ
る
出
席
者 

 
 
 

市

長 
 
 
 
 
 

八 

板 

俊 

輔 

君 

 
 
 

副

市

長 
 
 
 
 
 

中 

野 

哲 

男 

君 

 
 
 

教

育

長 
 
 
 
 
 

大 

平 

和 

男 

君 

 
 
 

総
務
課
長
兼 

 
 
 
 
 

大 

瀬 

浩
一
郎 

君 

 
 
 

選
管
書
記
長 

 
 
 

財
産
監
理
課
長 

 
 
 
 
 

奥 

村 

裕 

昭 

君 

 
 
 

建

設

課

長 
 
 
 
 
 

上 

妻 

敏 

男 

君 

 

◎
議
会
事
務
局
職
員
出
席
者 

 
 
 

局

長 
 
 
 
 
 

松 

下 

成 

悟 

君 

 
 
 

次

長 
 
 
 
 
 

古 

市 

善 

哉 

君 

 
 
 

書

記 
 
 
 
 
 

小 

園 

啓 

太 

君 

 
 
 

書

記 
 
 
 
 
 

和 

田 

帆 

波 

さ
ん 
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令
和
二
年
十
月
二
十
八
日
午
前
十
時
開
会 

   
 

△
開 

 
会 

○
議
長
（
永
田 
章
君
） 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

定
刻
、
定
足
数
に
達
し
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
よ
り
令
和
二
年
第
二
回
西
之
表

市
議
会
臨
時
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

△
開 

 

議 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

た
だ
い
ま
ま
で
の
出
席
議
員
は
十
五
名
で
あ
り
ま

す
。 

 

こ
れ
よ
り
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 

本
日
の
日
程
は
、
配
付
い
た
し
て
お
り
ま
す
議
事
日
程
第
一
号
の
と
お
り
で

あ
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 
 

議
事
日
程
（
第
一
号
） 

日
程
第 

一 

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名 

日
程
第 

二 

会
期
の
決
定 

日
程
第 

三 

提
出
議
案
の
上
程 

日
程
第 

四 

市
長
の
提
案
理
由
説
明 

日
程
第 

五 

議
案
第
七
二
号 

令
和
二
年
度
西
之
表
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
八
号
） 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

△
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

そ
れ
で
は
、
日
程
第
一
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指

名
を
い
た
し
ま
す
。 

 

本
臨
時
会
の
会
議
録
署
名
議
員
は
、
会
議
規
則
第
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、

一
三
番
議
員
橋
口
好
文
君
、
一
四
番
議
員
長
野
広
美
さ
ん
を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

△
会
期
の
決
定 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

次
は
、
日
程
第
二
、
会
期
の
決
定
を
議
題
と
い
た

し
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

本
日
午
前
九
時
か
ら
開
催
の
議
会
運
営
委
員
会
の
決
定
の
と
お
り
、
本
臨
時

会
の
会
期
は
本
日
一
日
間
と
し
、
配
付
し
て
あ
る
日
程
表
の
と
お
り
と
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 

［
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

よ
っ
て
、
本
臨
時
会
の
会
期
は
本
日
一
日
間
と
し
、
配
付
し
て
あ
る
日
程
表

の
と
お
り
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

△
提
出
議
案
の
上
程 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

次
は
、
日
程
第
三
、
提
出
議
案
の
上
程
で
あ
り
ま

す
。 
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議
案
第
七
二
号
、
令
和
二
年
度
西
之
表
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
八
号
）

を
上
程
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

△
市
長
の
提
案
理
由
説
明 

○
議
長
（
永
田 
章
君
） 

次
は
、
日
程
第
四
、
市
長
に
提
案
理
由
の
説
明
を

求
め
ま
す
。 

 
 
 
 

［
市
長 

八
板
俊
輔
君
登
壇
］ 

○
市
長
（
八
板
俊
輔
君
） 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

本
日
こ
こ
に
、
令
和
二
年
第
二
回
西
之
表
市
議
会
臨
時
会
を
招
集
い
た
し
ま

し
た
と
こ
ろ
、
議
員
各
位
に
は
、
お
忙
し
い
中
、
御
出
席
く
だ
さ
い
ま
し
て
誠

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

ま
ず
、
緊
急
的
な
災
害
復
旧
事
業
発
生
の
た
め
と
は
い
え
、
本
議
会
が
時
間

的
余
裕
の
な
い
開
会
と
な
り
ま
し
た
こ
と
を
お
わ
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
格
的
な
秋
を
迎
え
ま
し
た
。
い
つ
も
な
ら
、
市
民
体
育
大
会
や
文
化
祭
な

ど
に
ぎ
や
か
な
行
事
も
多
い
季
節
で
あ
り
ま
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
で
、
例
年
と
は
様
相
が
か
な
り
異
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
本
市
に
と
り
ま
し
て
は
、
馬
毛
島
問
題
へ
の
対
応
が
大
き
な
課
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。
先
日
、
議
員
各
位
に
も
御
説
明
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
私
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
有
形
、
無
形
に
わ
た
っ
て
本
市
が

失
う
も
の
が
大
き
い
と
考
え
、
防
衛
省
の
計
画
に
は
同
意
で
き
な
い
と
判
断
を

し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
の
考
え
を
直
接
、
防
衛
大
臣
に
伝
え
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

さ
て
、
そ
れ
で
は
、
提
案
理
由
の
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
日
の
臨
時
議
会
は
、
十
月
八
日
に
発
生
し
ま
し
た
台
風
十
四
号
に
伴
う
災

害
関
連
予
算
が
主
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
議
案
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
議
案
第

七
二
号
、
令
和
二
年
度
西
之
表
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
八
号
）
で
あ
り
ま

す
。
漁
港
維
持
補
修
工
事
、
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
工
事
な
ど
六
千
万
円
を

追
加
し
、
全
体
予
算
を
百
三
十
億
三
千
七
百
八
十
万
二
千
円
と
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。 

 

以
上
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。
御
審
議
の
ほ
ど
、
ど
う
ぞ
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

市
長
の
提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

△
議
案
審
議 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

こ
れ
よ
り
議
案
審
議
を
行
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

△
議
案
第
七
二
号 

令
和
二
年
度
西
之
表
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
八

号
） 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

日
程
第
五
、
議
案
第
七
二
号
、
令
和
二
年
度
西
之

表
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
八
号
）
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

議
案
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 

［
財
産
監
理
課
長 

奥
村
裕
昭
君
］ 

○
財
産
監
理
課
長
（
奥
村
裕
昭
君
） 

そ
れ
で
は
、
御
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

本
案
は
、
令
和
二
年
度
西
之
表
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
八
号
）
で
あ
り
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ま
す
。 

 
別
冊
の
予
算
書
を
御
覧
く
だ
さ
い
。 

 

二
枚
め
く
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
条
文
で
す
。 

 

第
一
条
は
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
六
千
万
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
百
三
十
億
三
千
七
百
八
十
万
二
千
円
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。 

 

今
回
の
補
正
予
算
は
、
早
急
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
台
風
十
四
号
の
災
害
復

旧
に
係
る
経
費
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

三
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
く
だ
さ
い
。 

 

第
二
表
、
地
方
債
補
正
に
つ
い
て
は
追
加
一
件
で
、
災
害
復
旧
債
の
限
度
額

を
一
千
二
百
万
円
と
し
て
お
り
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
今
回
の
補
正
内
容
に
つ
い
て
、
歳
出
か
ら
御
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

七
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
く
だ
さ
い
。 

 

二
款
総
務
費
、
一
項
総
務
管
理
費
、
十
目
財
産
管
理
費
二
千
六
百
万
四
千
円

の
減
額
は
、
財
政
調
整
基
金
へ
積
立
て
を
予
定
し
て
い
た
額
か
ら
災
害
復
旧
に

要
す
る
財
源
と
す
る
た
め
減
額
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

そ
の
下
、
六
款
農
林
水
産
業
費
、
三
項
水
産
業
費
、
四
目
漁
港
建
設
費
に
一

千
五
百
万
円
増
額
し
て
お
り
ま
す
。
こ
ち
ら
は
、
国
上
湊
漁
港
の
港
内
に
お
い

て
、
台
風
の
波
で
堆
積
し
た
砂
に
よ
り
漁
船
の
航
行
に
支
障
を
来
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
し
ゅ
ん
せ
つ
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

そ
の
下
、
十
一
款
災
害
復
旧
費
、
二
項
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
費
、
一
目

現
年
度
発
生
単
独
災
害
復
旧
費
に
四
百
万
四
千
円
増
額
し
て
お
り
ま
す
。
こ
ち

ら
は
、
台
風
の
強
い
波
で
海
岸
か
ら
押
し
戻
さ
れ
た
土
砂
や
石
な
ど
に
よ
り
埋

ま
っ
て
し
ま
っ
た
河
川
四
か
所
と
漁
港
内
道
路
一
か
所
の
復
旧
に
対
応
す
る
た

め
の
重
機
借
上
料
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

そ
の
下
、
十
一
款
、
二
項
、
二
目
現
年
発
生
補
助
災
害
復
旧
費
に
六
千
万
円

増
額
し
て
お
り
ま
す
。
こ
ち
ら
は
、
台
風
の
強
い
波
に
よ
り
被
災
し
た
立
山
港

の
消
波
ブ
ロ
ッ
ク
飛
散
並
び
に
船
揚
場
の
張
り
ブ
ロ
ッ
ク
飛
散
の
復
旧
工
事
に

対
応
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

そ
の
下
、
十
三
款
予
備
費
、
一
項
予
備
費
、
一
目
予
備
費
に
七
百
万
円
増
額

し
て
お
り
ま
す
。
こ
ち
ら
は
、
先
ほ
ど
説
明
し
た
立
山
港
の
災
害
復
旧
工
事
に

要
す
る
測
量
委
託
に
係
る
経
費
を
予
備
費
か
ら
既
に
支
出
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

こ
の
経
費
分
を
補
塡
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

続
き
ま
し
て
、
歳
入
に
つ
い
て
御
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

六
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
く
だ
さ
い
。 

 

十
三
款
国
庫
支
出
金
、
一
項
国
庫
負
担
金
、
三
目
災
害
復
旧
費
国
庫
負
担
金

に
四
千
八
百
万
円
を
増
額
し
て
お
り
ま
す
。
説
明
欄
に
ご
ざ
い
ま
す
よ
う
に
、

補
助
対
象
と
な
る
工
事
請
負
費
の
十
分
の
八
に
相
当
す
る
も
の
で
、
歳
出
で
説

明
し
た
立
山
漁
港
災
害
復
旧
に
対
応
し
て
お
り
ま
す
。 

 

そ
の
下
に
な
り
ま
す
。 

 

二
十
款
市
債
、
一
項
市
債
、
九
目
災
害
復
旧
債
に
一
千
二
百
万
円
追
加
し
て

お
り
ま
す
。
こ
ち
ら
も
立
山
漁
港
の
災
害
復
旧
に
対
応
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 
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予
算
特
別
委
員
会
は
、
議
長
を
除
く
十
四
名
の
議
員
で
構
成
を
さ
れ
て
お
り

ま
す
の
で
、
質
疑
は
省
略
を
い
た
し
ま
す
。 

 

本
案
は
、
付
託
委
員
会
欄
の
と
お
り
、
予
算
特
別
委
員
会
に
付
託
い
た
し
ま

す
。 

 

こ
こ
で
、
予
算
特
別
委
員
会
開
催
の
た
め
休
憩
を
い
た
し
ま
す
。 

 

予
算
特
別
委
員
会
は
直
ち
に
委
員
会
を
開
催
し
、
付
託
案
件
の
審
査
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

 

再
開
時
間
に
つ
い
て
は
、
庁
内
放
送
等
で
お
知
ら
せ
を
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
こ
で
休
憩
を
い
た
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

午
前
十
時
八
分
休
憩 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 
 
 
 
 
 
 

午
前
十
時
四
十
五
分
開
議 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

休
憩
前
に
引
き
続
き
、
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 

議
案
審
議
を
続
行
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

△
議
案
第
七
二
号 

令
和
二
年
度
西
之
表
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
八

号
） 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

予
算
特
別
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 

［
予
算
特
別
委
員
長 

小
倉
初
男
君
登
壇
］ 

○
予
算
特
別
委
員
長
（
小
倉
初
男
君
） 

本
委
員
会
が
付
託
を
受
け
ま
し
た
議

案
第
七
二
号
、
令
和
二
年
度
西
之
表
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
八
号
）
に
つ

い
て
、
審
査
の
結
果
を
報
告
い
た
し
ま
す
。 

 

今
回
の
補
正
は
、
台
風
十
四
号
の
影
響
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
各
地
港
湾
等

の
早
急
な
復
旧
、
整
備
に
係
る
経
費
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

本
案
は
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
六
千
万
円
を
追
加

し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
百
三
十
億
三
千
七
百
八
十

万
二
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。 

 

地
方
債
補
正
に
つ
い
て
は
一
件
の
追
加
で
、
災
害
復
旧
費
の
限
度
額
を
一
千

二
百
万
円
と
し
て
い
ま
す
。 

 

補
正
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
、
歳
入
か
ら
説
明
し
ま
す
。 

 

国
庫
支
出
金
、
災
害
復
旧
費
国
庫
負
担
金
は
、
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
費

負
担
金
と
し
て
四
千
八
百
万
円
を
追
加
す
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
台
風
時
の

波
の
影
響
に
よ
り
立
山
港
の
消
波
ブ
ロ
ッ
ク
や
船
揚
場
の
張
り
ブ
ロ
ッ
ク
が
飛

散
し
た
た
め
、
そ
の
復
旧
工
事
に
対
応
す
る
も
の
で
す
。 

 

ま
た
、
市
債
、
災
害
復
旧
債
へ
の
一
千
二
百
万
円
の
追
加
に
つ
い
て
も
同
様

に
、
立
山
港
の
災
害
復
旧
に
対
応
す
る
も
の
と
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。 

 

次
に
、
歳
出
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。 

 

総
務
費
、
財
産
管
理
費
の
積
立
金
の
補
正
は
、
財
政
調
整
基
金
へ
積
立
て
を

予
定
し
て
い
た
額
か
ら
今
般
の
災
害
復
旧
に
要
す
る
財
源
と
す
る
た
め
二
千
六

百
万
四
千
円
を
減
額
す
る
も
の
で
す
。 

 

農
林
水
産
業
費
、
漁
港
建
設
費
の
工
事
請
負
費
の
追
加
は
、
国
上
湊
漁
港
の

港
内
が
台
風
の
波
の
影
響
に
よ
り
砂
が
堆
積
し
、
漁
船
の
運
行
に
支
障
を
来
し

て
い
る
た
め
、
そ
れ
に
対
応
す
べ
く
一
千
五
百
万
円
を
増
額
す
る
も
の
で
す
。 

 

災
害
復
旧
費
、
現
年
度
発
生
単
独
災
害
復
旧
費
の
使
用
料
及
び
賃
借
料
の
追
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加
に
つ
い
て
は
、
台
風
の
波
の
影
響
に
よ
り
土
砂
や
石
で
埋
ま
っ
た
河
川
四
か

所
と
漁
港
内
道
路
一
か
所
の
復
旧
作
業
で
使
用
す
る
重
機
の
借
上
料
と
し
て
増

額
し
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
同
款
の
現
年
発
生
補
助
災
害
復
旧
費
の
工
事
請
負
費
の
追
加
は
、
歳

入
で
説
明
し
ま
し
た
よ
う
に
、
立
山
港
の
復
旧
工
事
に
対
応
す
る
も
の
で
す
。 

 

予
備
費
の
増
額
に
つ
い
て
は
、
立
山
港
の
災
害
復
旧
工
事
に
要
す
る
測
量
委

託
に
係
る
経
費
を
既
に
予
備
費
か
ら
支
出
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
分
を
補
塡
す

る
も
の
で
あ
る
と
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。 

 

本
委
員
会
は
、
審
査
の
結
果
、
全
会
一
致
で
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も

の
と
し
て
決
し
ま
し
た
。 

 

以
上
で
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

予
算
特
別
委
員
長
の
報
告
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 

質
疑
は
省
略
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
討
論
に
入
り
ま
す
。
反
対
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 

［
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

賛
成
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 

［
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

以
上
で
討
論
を
終
結
し
、
こ
れ
よ
り
本
案
を
採
決

い
た
し
ま
す
。 

 

こ
の
採
決
は
電
子
表
決
に
よ
り
行
い
ま
す
。 

 

本
案
に
つ
い
て
、
予
算
特
別
委
員
長
報
告
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
賛
成
の

方
は
賛
成
の
ボ
タ
ン
を
、
反
対
の
方
は
反
対
の
ボ
タ
ン
を
押
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

そ
れ
で
は
、
電
子
表
決
を
開
始
い
た
し
ま
す
。 

 

ボ
タ
ン
の
押
し
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 

［
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

押
し
忘
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。
採
決
を
確
定
い
た

し
ま
す
。 

 

全
会
一
致
で
あ
り
ま
す
。 

 

よ
っ
て
、
本
案
は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

以
上
で
本
臨
時
会
の
日
程
は
全
て
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

△
市
長
挨
拶 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

こ
こ
で
、
八
板
市
長
か
ら
発
言
を
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
の
で
、
こ
れ
を
許
可
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 

［
市
長 

八
板
俊
輔
君
登
壇
］ 

○
市
長
（
八
板
俊
輔
君
） 

令
和
二
年
第
二
回
西
之
表
市
議
会
臨
時
会
の
閉
会

に
当
た
り
ま
し
て
御
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
日
の
議
案
は
、
台
風
関
連
の
予
算
案
一
件
で
し
た
。
急
な
議
会
開
会
に
も

か
か
わ
ら
ず
対
応
い
た
だ
き
、
熱
心
な
御
審
議
を
賜
り
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
早
速
準
備
を
行
い
、
災
害
の
早
期
の
復
旧
に
努
め
て
ま
い
り
ま

す
。 

 
ま
た
、
甘
し
ょ
の
基
腐
病
の
被
害
が
深
刻
化
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
も
早
急

な
対
応
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
圃
場
調
査
を
踏
ま
え
ま
し
て
、
生
産
者
に
対
す

る
損
害
の
支
援
、
そ
れ
か
ら
、
転
作
を
含
む
次
期
作
の
支
援
策
に
つ
き
ま
し
て
、
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国
の
支
援
が
検
討
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
残
渣
処
理
、
そ
れ

か
ら
、
今
後
の
防
除
法
の
開
発
に
向
け
ま
し
て
も
、
県
、
国
、
関
係
機
関
と
協

力
し
な
が
ら
機
敏
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

も
う
一
つ
、
う
れ
し
い
出
来
事
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

「
市
政
の
窓
」
十
一
月
号
の
戸
籍
の
コ
ー
ナ
ー
で
、
「
う
ぶ
ご
え
」
と
「
お

く
や
み
」
が
逆
転
し
て
お
り
ま
す
。
今
月
は
「
う
ぶ
ご
え
」
が
十
三
件
、
「
お

く
や
み
」
が
十
件
で
し
た
。
人
口
減
少
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
本
市
と
い
た
し

ま
し
て
は
、
本
当
に
う
れ
し
い
出
来
事
で
あ
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
先
日
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
が
、
熊
本
大
学
の
徳
野
貞
雄
名
誉

教
授
の
論
文
に
、
こ
れ
に
関
す
る
記
事
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
実
は
、
若
者
の
人

口
の
推
移
を
見
る
と
、
島
嶼
部
、
南
西
諸
島
で
の
減
少
の
状
態
が
元
に
戻
っ
て

い
る
と
、
そ
う
い
う
地
域
が
あ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
り
ま
す
。
南
西
諸
島
が
生

活
し
や
す
い
地
域
と
し
て
若
者
た
ち
が
再
評
価
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
本
市
も
同
様
な
状
況
に
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
う
し
た
状
況
の
確
認
が

必
要
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

さ
て
、
秋
も
深
ま
り
、
朝
晩
の
冷
え
込
み
も
厳
し
く
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

皆
様
方
に
も
健
康
に
留
意
さ
れ
、
過
ご
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
最
後
に
、
議
員
各
位
、
市
民
の
皆
様
の
ま
す
ま
す
の
御
健
勝
と

御
活
躍
を
祈
念
申
し
上
げ
ま
し
て
、
閉
会
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

△
閉 

 

会 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
令
和
二
年
第
二
回
西
之
表

市
議
会
臨
時
会
を
閉
会
い
た
し
ま
す
。 

 

御
苦
労
さ
ま
で
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

午
前
十
時
五
十
三
分
閉
会 
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地
方
自
治
法
第
百
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
こ
こ
に
署
名
す
る
。 

    
 
 

議 
 
 
 
 

長 

    
 
 

一

三

番

議

員

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 

一

四

番

議

員

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  


